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1  方法書に関する説明会の開催及び方法書の概要に関する周知結果 

（仮称）横浜駅みなみ東口地区第一種市街地再開発事業における環境影響評価方法書（以下、「方

法書」とします。）に関する説明会の開催の周知結果は以下のとおりです。 

 

1.1 各建物、施設等へのポスティング 

令和７年 11 月 15 日（土）から令和７年 11 月 19 日（水）までに各建物、施設等へのポスティン

グにより、「（仮称）横浜駅みなみ東口地区第一種市街地再開発事業における環境影響評価方法書に

関する縦覧及び説明会開催のお知らせ」（別添資料 1）を、表 1-1 及び図 1-1 に示す対象地域に配

布しました。 

 

表 1-1(1) 環境影響評価方法書に関する縦覧及び説明会開催のお知らせの配布部数 

区名 関係町丁名 周知方法（周知範囲） 配布部数 

神奈川区 星野町の一部 各建物、施設等へのポスティング 

（対象地域） 

1  

神奈川二丁目 1,172  

神奈川一丁目 360  

幸ケ谷 350  

青木町 1,204  

栄町 3,123  

山内町 - 

大野町 504  

金港町 784  

反町１丁目 841  

反町２丁目 333  

反町３丁目 272  

松本町１丁目 315  

松本町２丁目 285  

松本町３丁目 338  

桐畑 415  

上反町１丁目 320  

上反町２丁目 298  

泉町 316  

高島台 1,388  

台町 1,882  

鶴屋町１丁目 578  

鶴屋町２丁目 457  

鶴屋町３丁目 337  

松ケ丘 1,180  

沢渡 856  

三ツ沢下町の一部 416  

三ツ沢中町 1,580  

三ツ沢上町 1,420  

三ツ沢東町 864  

三ツ沢南町 1,100  
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表 1-1(2) 環境影響評価方法書に関する縦覧及び説明会開催のお知らせの配布部数 

区名 関係町丁名 周知方法（周知範囲） 配布部数 

西区 みなとみらい一丁目 各建物、施設等へのポスティング 

（対象地域） 

- 

みなとみらい六丁目 344 

みなとみらい五丁目 555  

みなとみらい四丁目 2,672  

みなとみらい三丁目 228  

みなとみらい二丁目 - 

高島一丁目 98  

高島二丁目 898  

桜木町７丁目 437  

桜木町６丁目 187  

桜木町５丁目 110  

桜木町４丁目 374  

花咲町７丁目 97  

花咲町６丁目 97  

花咲町５丁目 333  

花咲町４丁目 635  

戸部町７丁目 376  

戸部町６丁目 180  

戸部町５丁目 359  

戸部町４丁目 413  

紅葉ケ丘 515  

戸部町３丁目 368  

平沼一丁目 4,976  

戸部本町 2,605  

御所山町 367  

伊勢町２丁目 252  

伊勢町３丁目 612  

西戸部町３丁目の一部 166  

中央一丁目 2,497  

中央二丁目 2,659  

平沼二丁目 1,439  

南幸一丁目 99  

南幸二丁目 1,136  

岡野一丁目 1,176  

西平沼町の一部 754  

岡野二丁目 1,384  

南浅間町の一部 940  

北幸一丁目 101  

北幸二丁目 502  

楠町 1,580  

南軽井沢 578  

北軽井沢 1,058  

宮ケ谷 1,378  

浅間町１丁目 1,155  

浅間町２丁目 1,024  

浅間台 1,125  

浅間町３丁目 1,035  

浅間町４丁目 1,134  

中区 内田町の一部 - 

桜木町１丁目の一部 7  

合計 64,304 

注)配布部数が「-」となっている関係町丁に関しては、各関係町丁内において、ポスティング時に配布対象となる建物、

施設等が確認されなかったほか、ポスト等の投函場所が確認されなかったことを示します。なお、「‐」を含めて配布

漏れが確認された建物等については、後述する追加のポスティング時に投函を行いました。  
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図 1-1 方法書対象地域 
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1.2 周知チラシの配布漏れに係る追加のポスティング 

説明会開催時に市民の方からの指摘により、周知チラシの配布漏れを確認しました。 

周知チラシの配布漏れを把握した経緯は表 1-2 に示すとおりです。 

 

表 1-2 周知チラシ配布漏れに係る把握の経緯 

日時 状況 

令和７年 11 月 15 日～19 日 方法書説明会の開催及び方法書の概要に関する周知チラシを方
法書対象地域内に配布 

令和 7年 11 月 30 日(日) 
12 月 1 日(月) 

方法書説明会を開催 
12 月 1 日（月）の説明会終了後、方法書説明会に参加した市民
の方から、周知チラシが配布されていなかったとの指摘 

令和 7年 12 月 1 日(月) 周知チラシの配布の依頼先である配布業者に配布状況を確認 

令和 7年 12 月 2 日（火） 配布業者より対象事業実施区域への未配布の報告を受領 

令和 7年 12 月 9 日（火） 配布業者より対象事業実施区域外の未配布の速報報告を受領 
横浜市担当課（みどり環境局環境影響評価課）に対し報告 

令和 7年 12 月 11 日（木） 配布業者より 11 月 15 日～19 日に実施した配布実態報告及び未
配布施設リストを受領 

令和 7年 12 月 12 日（金） 準備組合事務局にて上記報告を確認し、方法書対象地域内におけ
る配布漏れとなった建物、施設等を網羅した追加の配布対象施設
を確認 

 

表 1-2 に示した経緯を踏まえ、配布が漏れていた建物、施設等（複数のテナントを有する商業施

設・オフィスビル、官公庁、市民利用施設、鉄道施設、教育施設、医療機関、福祉施設）を確定し、

配布が漏れていた建物、施設等を対象として、令和７年 12 月 26 日（金）に説明会を追加開催する

ことを決定しました。そのうえで、追加開催の説明会に関する周知チラシとして、令和７年 12 月

12 日（金）から令和７年 12 月 16 日（火）までに「（仮称）横浜駅みなみ東口地区第一種市街地再

開発事業における環境影響評価方法書に関する縦覧及び説明会開催のお知らせ」（別添資料 2）を

追加配布しました。 

配布結果については、表 1-3 に示すとおりです。 

なお、追加開催の説明会の日程については、方法書の縦覧期間が令和８年１月５日までとなって

いること、横浜市環境影響評価条例第 19 条にて説明会開催の 10 日前までに周知が終了している必

要があるとされていること、可能な限り年末年始の時期を避けるよう配慮したことから、令和７年

12 月 26 日（金）として設定しました。 

また、追加の説明会の開催日から、横浜市環境影響評価条例に基づく意見書の提出期限までの期

間が短いため、準備組合事務局にて任意にご意見を郵送のみで受け付け、その受付期限は令和 8 年

1 月 30 日（金）までとし、説明会にて周知することとしました。しかし、表 2-1 に示すとおり、説

明会の参加人数は０名であったため、意見書の取扱いを説明していなく、追加のご意見はありませ

んでした。 
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表 1-3 環境影響評価方法書に関する縦覧及び説明会開催のお知らせの配布部数（追加） 

区名 関係町丁名 周知方法（周知範囲） 配布部数 

神奈川区 神奈川二丁目 各建物、施設等へのポスティング 

（対象地域） 

1 

幸ケ谷 2 

青木町 1 

栄町 1 

山内町 68 

反町１丁目 1 

松本町３丁目 1 

桐畑 1 

泉町 1 

高島台 1 

鶴屋町２丁目 20 

鶴屋町３丁目 2 

松ケ丘 2 

沢渡 2 

三ツ沢下町の一部 2 

三ツ沢中町 3 

三ツ沢上町 1 

三ツ沢南町 2 

西区 みなとみらい一丁目 7 

みなとみらい四丁目 1 

みなとみらい三丁目 2 

みなとみらい二丁目 418 

高島一丁目 2 

高島二丁目 487 

花咲町６丁目 1 

紅葉ケ丘 2 

戸部本町 6 

御所山町 2 

西戸部町３丁目の一部 1 

中央一丁目 2 

中央二丁目 3 

平沼二丁目 1 

南幸一丁目 586 

南幸二丁目 5 

岡野一丁目 2 

岡野二丁目 5 

北幸一丁目 9 

北幸二丁目 1 

楠町 1 

北軽井沢 2 

宮ケ谷 1 

浅間町１丁目 2 

浅間台 1 

浅間町３丁目 2 

浅間町４丁目 1 

合計 1,665 
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2  説明会の開催状況、質疑、意見の概要及び事業者の説明 

2.1 説明会の開催状況 

説明会は、表 2-1 に示す日時で計３回開催し、方法書の概要を参加者に説明しました。 

なお、第３回は、周知チラシを追加配布した施設に対して追加の説明会を開催しました。環境影

響評価条例上は、方法書の公告の日から 10 日以内の方法書の概要の周知、公告の日から 30 日以内

に説明会の開催が必要であり、これらの期間から遅れているものの開催しました。 

 

表 2-1 方法書に関する説明会の開催結果 

回 開催日時 会場 参加人数 

第１回 
令和７年 11 月 30 日（日） 

午前 10 時 30 分から 12 時 00 分 

ビジョンセンター横浜（西口） 

301 会議室 
92 名 

第２回 
令和７年 12 月１日（月） 

午後 6時 30 分から 8時 00 分 

ビジョンセンター横浜（西口） 

307 会議室 
57 名 

第３回 
令和７年 12 月 26 日（金） 

午後 6時 30 分から 7時 00 分 

ビジョンセンター横浜（西口） 

307 会議室 
０名 

合計 149 名 

注)第３回の説明会については、周知チラシの配布漏れを受け、未配布の施設へ周知を行い、開催したもの

となります。開始から 30 分待ちましたが、参加者が０名であったため、説明を行わずに説明会を終了

しました。 

 

2.2 説明会における質疑、意見の概要及び事業者の説明 

各開催日の質疑、意見の概要及び事業者の説明は、表 2-2～表 2-3 に示すとおりです。 

なお、整理にあたっては、発言順ではなく項目別としております。 
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表2-2(1) 方法書説明会（第１回）における質疑、意見の概要及び事業者の説明 

項目 質疑、意見の概要 事業者の説明 

事業計画 非公共用陸上ヘリポート及び空飛
ぶクルマの非公共用バーティポート
を建設するとのことですが、具体的に
は誰が利用することを想定していま
すか。 

空飛ぶクルマについては、国が制度等の整
備を進めており、将来的には商業用として都
市間の移動に利用することも想定されてい
ます。バーティポートの整備は、地域の一般
の方々の移動を含めて想定しています。 

空飛ぶクルマの離着陸数が一日当
たり最大150機ということは、10分に
１本のペースになります。計画地から
離陸する空飛ぶクルマは横浜市外の
離着陸場に飛んでいくのか、道路等に
着陸するのか、どのような運用になる
のでしょうか。 

2020年代後半にはより具体的な空飛ぶク
ルマの商業利用の指針を国土交通省が整備
するとされていますが、方法書においては、
現時点で想定される最大の離着陸数を記載
しています。空飛ぶクルマの移動について
は、現段階では離着陸場間の移動を想定して
います。今後、他エリアでの離着陸場の整備
状況等を踏まえて離着陸数を設定します。ま
た、観光地の周遊についても今後検討してま
いります。 

空飛ぶクルマ及びヘリコプターの
飛行ルートは高層建築物が干渉しな
いように設定しているとのことです
が、フロントタワーやスカイビルなど
の高層建築物が建っている部分は空
飛ぶクルマ及びヘリコプターの進入
表面として想定している範囲に含ま
れています。一方で、北西側の欠けて
いる部分は具体的にどのような建物
が干渉することを想定しているので
しょうか。 

計画地北西側については、具体的な内容は
公表されていないものの、横浜駅直近におけ
る再開発計画があり、高層建築物が建設され
る予定であると伺っているため、進入表面か
らは除いています。 

空飛ぶクルマ、ヘリコプターの離着
陸数が一日当たり最大150機、５機と
のことですが、未知のものであること
から、特に安全性の観点、機体そのも
のや備品や物の落下物、騒音など、特
に安全性の観点で懸念が非常に大き
いと考えます。オフィスや住宅が密集
している横浜駅の前に飛行場に作る
というのは、そもそもリスクが大きい
と感じています。計画地のような住宅
やオフィス等が密集する横浜駅近傍
に飛行場を建設するのはなぜですか。 

また、具体的な環境配慮の内容に関
する説明会は、いつを予定しています
か。 

空港間を結ぶ運用であることや、水辺に面
していることから、影響が少ないと考えまし
た。 
現在、国が空飛ぶクルマに関する方針の整

備を進めており、さまざまなエリアを結ぶ都
市間構想が練られているという背景を踏ま
えて、最大台数として現在の計画で検討を進
めています。今後、国において空飛ぶクルマ
の安全な運航を担保するために、技術的な検
討がなされるため、機体の安全性に注意する
とともに、先行している他事例の状況も踏ま
えながら、空飛ぶクルマの実現可能性を検討
してまいります。 
説明会の実施時期については、制度や他事

例など、今後の進捗を踏まえて検討してまい
ります。 

高島台第206号線及び208号線の歩
道の拡幅は計画されていますか。 

また、進入する車両と歩行者は同じ
レベルで錯綜するのでしょうか。計画
地から出庫する車両は細い道路を通
ったのち、そごうの出口と合流するこ
とになり、さらなる交通混雑が懸念さ
れるため、万里橋の交通状況について
も整理していただきたいです。 

現時点では、高島台第206号線及び208号線
の車道及び歩道の拡幅等、断面構成の変更は
計画していません。 
今後、万里橋や付近の交差点における交通

状況についても注意しながら車両計画を検
討してまいります。 
駐車場の出入口は歩道を切り下げること

で、平面で車両と歩行者が交錯する計画で
す。なお、「エキサイトよこはま22」等の上
位計画でもネットワークを構築するように
定められており、それに伴い、地上の歩行者
がデッキレベルの動線を利用することも想
定しています。 
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表 2-2(2) 方法書説明会（第１回）における質疑、意見の概要及び事業者の説明 
項目 質疑、意見の概要 事業者の説明 

工事計画 工事工程表では、Ａ街区の工事は３
年目の途中から実施することになっ
ていますが、２年目まではＡ街区の工
事は全く実施しないのでしょうか。地
区内に現在存在するテナントの契約
についてお伺いしたい。 

工事工程表ではＡ街区の工事を３年目か
ら実施する予定ですが、アソビルとの契約に
ついては、後日、個別に回答させていただき
ます。 

アンダーパスの工事計画について
具体的に教えてください。地下を掘る
のでしょうか。また、振動など、大き
な影響があるのではないかと懸念し
ています。 

計画地南側の現況私道の道路機能を維持
するためにアンダーパス工事を計画してお
り、京急本線の下を道路にする計画です。 

アンダーパス工事を事業の一環と
して実施するのはなぜですか。 

京急本線はＡ街区に接する面積が広く、Ａ
街区における既存建築物の解体工事や新築
工事による影響が懸念されるため、京急本線
の線路を恒久的なものに受け替える工事を
計画しています。それに伴い、計画地南側に
位置する踏切に構造物が支障するため、道路
の機能を確保するために、構造物の下部を通
るアンダーパスを構築し、道路の機能を振り
替えたうえで踏切を撤去する計画となって
おりそのため事業の一環として実施します。 

工事中に、歩行者の通行規制はあり
ますか。 

工事中の通行規制を含めた交通に関する
計画は、施工業者が決まった段階で具体的に
検討してまいります。 

工事用車両の走行で騒音・振動・大
気汚染を環境影響評価項目として挙
げられていますが、周辺住民は工事中
の待機車両について気になると思い
ます。工事用車両の待機スペースが敷
地内に設置されるのか、道を占有する
のか、という説明があった方が良いと
感じました。 

- 

建設発生土 環境影響評価項目に建設発生土と
ありますが、周辺環境にどのような影
響があるのでしょうか。 

今後、施工計画を踏まえて検討し、準備書
段階において建設発生土の搬出量を予測・評
価します。 

大気質 一般環境大気質の現地調査地点が
鉄道側にのみ設置されていますが、保
全対象施設に配慮するという観点か
ら、みなとみらい本町小学校でも調査
を実施し、現在の汚染度とそれに対し
て工事がどの程度寄与するのかを把
握した方がよいと考えます。 

一般環境大気質については、計画地内にお
いて測定し、バックグラウンド濃度を設定す
る際に利用します。 

大気質の予測を実施するうえで、拡
散モデルなどを用いると思いますが、
風向・風速の調査は、２季調査で問題
ないのでしょうか。 

大気汚染物質の量が最も多い夏季と最も
少ない冬季で調査を実施する計画であり、必
要な情報を満足できると考えています。 
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表2-2(3) 方法書説明会（第１回）における質疑、意見の概要及び事業者の説明 

項目 質疑、意見の概要 事業者の説明 

騒音・振動・ 
低周波音 

現状で鉄道の騒音をうるさく感じ
ていますが、高層建築物が新たに建つ
ことによって反響でさらにうるさく
なるのではないかと懸念しています。
現地調査では、鉄道の騒音についても
考慮した地点配置としてほしいです。 

また、防音壁のような対策を講じて
いただきたいです。 

準備書段階で、騒音についての予測・評価
を実施し、ご説明させていただきます。 
また、現状の鉄道の騒音については、一般

環境騒音の現地調査で把握できると考えて
います。 

工事用車両の主な走行ルートにつ
いて、万里橋の周辺は車両が混雑する
エリアですが、工事用車両の走行によ
り交通混雑の増加の対策はあります
か。また、工事用車両が夜間に走行す
る場合の騒音・振動の対策や調査はど
のように実施されますか。 

建築計画が定まった段階で、工事用車両の
台数を時期ごとに設定する等、施工計画につ
いて検討し、工事用車両の台数を基に騒音・
振動の予測・評価を実施します。 
工事車両の走行による交通混雑の影響評

価は、準備書段階で記載いたします。また、
夜間の工事車両走行については、施工業者を
決定し工事計画が定まった段階でお示しさ
せていただきます。 

計画地周辺で空飛ぶクルマの離着
陸場が新たに整備された場合には、そ
の度に騒音の現地調査を実施するの
でしょうか。もしくは、国土交通省が
そのような調査を実施するのでしょ
うか。 

本事業の環境影響評価に係る現地調査と
しては、方法書に記載している方法で調査を
計画していますが、説明会でいただいたご意
見、意見書、審査会委員のご意見を反映して、
調査内容を変更する可能性があります。 

空飛ぶクルマの騒音は、どのように
評価するのでしょうか。 

空飛ぶクルマの騒音については、準備書段
階で、国の検討資料やメーカーの公表資料
等、可能な限り空飛ぶクルマの情報を収集し
ながら検討してまいります。 

空飛ぶクルマとヘリコプターの騒
音の数値は、各々の数値を用いるので
しょうか。 

方法書対象地域は、空飛ぶクルマ及
びヘリコプターの騒音の影響が及ぶ
と予想される範囲を踏まえて設定し
ているとのことですが、現段階で影響
範囲がわかるものなのでしょうか。 

騒音の予測・評価では、空飛ぶクルマ及び
ヘリコプターのそれぞれの騒音の数値を用
います。 
また、方法書対象地域は、空飛ぶクルマと

ヘリコプターの両方の影響範囲を包含した
範囲で示しています。 

運用方法によっては、空飛ぶクルマ
による騒音・低周波音の調査地点数
が、現在計画している８地点では少な
いと感じます。 

調査地点については、空飛ぶクルマ及びヘ
リコプターの進入表面として想定している
範囲における学校、病院及び福祉施設等の分
布状況を踏まえたうえで、調査地点の配置バ
ランスを考慮して設定しています。なお、審
査会で専門の委員から調査地点に関するご
意見をいただいた場合には、ご意見を基に調
査地点を再検討する可能性もありますが、現
時点では方法書に記載した８地点で計画し
ています。 

地 盤 

ボーリング調査を実施するとのこ
とですが、あくまで設計に必要なもの
であって、地盤や周りへの影響を評価
するための調査ではないと感じまし
た。 

- 
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表2-2(4) 方法書説明会（第１回）における質疑、意見の概要及び事業者の説明 

項目 質疑、意見の概要 事業者の説明 

日 影 日当たりについては、どの項目で把
握されるのでしょうか。現況調査はな
いのでしょうか。 

日当たりについては、日影の項目で予測・
評価します。現況調査ではなく、供用後に日
影が太陽の動きに伴ってどのように動くの
かを予測します。 

高層建築物のため、日影の影響が大
きいと思うが、影響範囲の図面を開示
したうえで、議論いただきたいです。 

また、方法書対象地域の図面につい
て説明していただきたいです。方法書
対象地域に関する資料は配布されな
いのでしょうか。 

方法書対象地域は、各評価項目について影
響が及ぶと想定される範囲を設定していま
す。 
方法書対象地域の図面の青色の線は建物

高さの約２倍である半径約470mの範囲、緑色
の線は空飛ぶクルマ及びヘリコプターの騒
音の影響が及ぶと想定される範囲、赤色の線
は日影の影響が及ぶと想定される範囲、ピン
ク色の線は電波障害の影響が及ぶと想定さ
れる範囲です。 
方法書対象地域の図面は方法書に掲載し

ており、横浜市ホームページ等で縦覧・閲覧
いただけます。 

風環境 風速の調査地点は、調査地点図中に
▲で示された地点でしょうか。高層建
築物によるビル風は様々な場所に影
響が及ぶと思いますが、なぜ風速の調
査地点は１地点なのでしょうか。 

風速を含む気象の調査は▲で示す地点で、
一般環境大気質の調査は●で示す地点で予
定しています。また、風向・風速については、
現地調査結果に加えて、一般環境大気測定局
における観測結果も用いて、年間の風の状況
を整理するとともに風洞実験を実施します。 

風向・風速については、推測値で評
価するということでしょうか。環境は
建物の状況などによってエリアごと
に異なると思いますが、どのようにお
考えでしょうか。 

付近に海や川があるなかで、自然環
境の状況は計算値では出せないと思
います。 

現地調査では、風の発生頻度等、現況の風
環境を調査します。 
また、計画建物による風環境への影響を風

洞実験で予測します。模型は500分の１のサ
イズで、計画地から半径500mの範囲について
作成します。そして、送風機を用いて現況の
風環境を再現し、模型に埋め込んだセンサー
で測定することで、供用前後で風環境がどの
ように変化するかを予測、評価する手法にな
ります。 

地域交通 万里橋付近は、地下駐車場に入る車
両と郵便局方向へ向かう車両が交錯
する地点で、休日には車両が列になっ
ていますが、このような状況を踏まえ
たうえで、交通量調査の調査日程はど
のように設定するのでしょうか。 

周辺の地権者からも都市計画駐車場の入
り口における混雑状況について伺っていま
す。現状の交通状況について情報を収集した
うえで、適切な調査日程を設定します。 

水 質 環境影響要因に地下掘削とありま
すが、環境影響評価項目で水質を選定
していないのはなぜでしょうか。 

地下水の利用がないことや、周辺での井戸
水の利用がない状況を踏まえて、水質は非選
定としました。 
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表2-2(5) 方法書説明会（第１回）における質疑、意見の概要及び事業者の説明 

項目 質疑、意見の概要 事業者の説明 

その他 意見書の内容を踏まえた計画の見
直し、調査結果や予測・評価結果で大
きな課題が判明した場合の計画の見
直しはあるのでしょうか。 

 

意見書の提出があった場合は、意見書に対
する回答を事業者が作成し、横浜市の審査会
で報告されます。その際、専門の委員から現
地調査や予測・評価方法に問題がないかを審
議いただき、審査結果を踏まえて準備書を作
成します。 
準備書段階においても、説明会を実施する

とともに、意見書を受け付け、審査会におい
て審議いただきます。 

空飛ぶクルマの騒音が住環境に大
きな影響を及ぼすと懸念されますが、
そのような点について対話をする機
会はあるのでしょうか。 

空飛ぶクルマについては、国交省が制度等
を検討しており、今後、安全な運航ができる
ように検討してまいります。 
また、準備書段階でも説明会を実施します

が、その他にも制度が変わるタイミングな
ど、適切な時期・方法で周知してまいります。 

説明会での質疑の内容は、後日、文
章で見られるのでしょうか。 

説明会での質問及び回答は、説明会の報告
書として横浜市に提出します。報告書は審査
会にも報告され、横浜市のホームページにも
掲載されます。 

次回の説明会の開催は、今回の説明
会と同様に周知してもらえるのでし
ょうか。 

次回の環境影響評価に係る説明会では、今
回と同様に説明会の周知チラシを配布する
予定です。 

歩行者動線計画では、工事終了後の
動線が示されています。現在、アソビ
ルから南通路側に通じる仮設通路が
ありますが、相鉄線側に抜ける経路は
工事期間中は使えなくなるのでしょ
うか。工事中の計画については、次回
の環境影響評価の説明会で説明され
るのでしょうか。 

現時点で施工業者が決まっていないため、
工事中の通路の利用状況については未定で
すが、施工業者が決まった後、施工計画に基
づいた工事に関する説明会を実施する計画
です。 

影響があると判断する具体的な数
値は、どのように設定し、どのような
フェーズで取り組むのでしょうか。 

影響の大小は、誰が評価するのでし
ょうか。 

評価指標は環境基準や条例で定められた
基準とし、準備書段階において予測結果を基
準と比較して評価します。 
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表2-3(1) 方法書説明会（第２回）における質疑、意見の概要及び事業者の説明 

項目 質疑、意見の概要 事業者の説明 

環境影響 
評価 

環境影響評価を行うということで
すが、何らかの規模や影響を踏まえて
行うことになったのでしょうか。今回
のような説明会を開催している理由
は何でしょうか。 

環境影響評価条例では、対象事業の種類ご
とに環境影響評価を行う規模の要件が定め
られております。今回のように、高層建築物
の建設で100mを超える事業や、飛行場の建設
事業についても、環境影響評価を実施するこ
とが求められています。注） 

環境影響評価は工事の１年目、２年
目といった時系列でも変わってくる
と思いますが、この地域ではいろんな
事業がこの10年間の間に計画されて
います。１つの事業者で見れば問題な
いとなっても、複数事業が重なるとNG
になる可能性もあるという点を加味
して評価してもらいたいです。 

周辺における開発についても、予測・評価
の段階で想定できるものに関しては、加味し
たうえで予測・評価を行います。 

事業計画 屋上が空飛ぶクルマとヘリコプタ
ーの離着陸場となっていますが、この
空飛ぶクルマとヘリコプターの駐機
場はないのでしょうか。 

空飛ぶクルマの離発着場所に関しては検
討している段階ですが、今のところ駐機場は
計画していません。今後も引き続き検討して
まいります。 

空飛ぶクルマやヘリコプターにつ
いては、観光目的の利用になるのでし
ょうか。みなとみらい地区はタワーマ
ンションが多く、そういった場所に墜
落でもしたらどうなるのでしょうか。
飛行体が墜落した場合の安全は考え
られているのでしょうか。 

空飛ぶクルマについては、観光用途も含ん
ではおりますが、観光周遊だけではなく、例
えば羽田との移動といった業務上の運用に
ついても今後検討してまいります。空飛ぶク
ルマは、実際に運行する段階には至っておら
ず、新しい試みとなるため、国による技術的
な検討や先行している他事例等を参考に、安
全に運行できるように実現可能性を検討し
てまいります。また、今回の方法書に示した
調査、評価も行ったうえで検討してまいりま
す。 

東と西に線路を跨ぐようなデッキ
ができても良いように思いますし、駅
前広場等で東西の流れを良くするの
も良いかと思いますが、空飛ぶクルマ
のヘリポートをこの場所に作った時
に、安全性はどのように考えているの
でしょうか。 

現在、この取組み自体について、国におい
て技術的な指針等を検討している段階であ
り、竣工予定の2037年までに安全性が確保さ
れていることを前提として、計画を進めてお
ります。 

海外の事例も調べましたが、ドイツ
では空飛ぶタクシーの試運転は郊外
又は条件を満たす限定的な専用施設
が整備された区域とされており、都市
部とはなっていません。また、パリの
首都圏では試験運転許可が取り消さ
れ、離着陸場建設の補助金が削除さ
れ、環境問題や市民の反対により承認
未取得となったようですが、現在国内
では認証されているのでしょうか。 

 

日本では実証実験を行っている段階であ
り、国の制度設計もこれからという状況で
す。今回のアセスの手続きが終了した段階で
も検討が続いている可能性もありますが、設
置可能な状態であれば設置する考えです。
2020年代後半に国交省により型式認証が行
われるとされておりますので、それまでには
何らかの実現可能性が固まるのではないか
と考えております。 

事業に崎陽軒本店ビルの区域は含
まれているのでしょうか。 

崎陽軒本店ビルは本事業の対象区域外と
なります。当該地区には崎陽軒所有のビルが
あり、当準備組合の理事長をお願いしていま
す。 

注）対象事業実施区域は、特定の区域のため、高層建築物の建設で 180m を超える事業の場合、対象となります。 
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表2-3(2) 方法書説明会（第２回）における質疑、意見の概要及び事業者の説明 

項目 質疑、意見の概要 事業者の説明 

事業計画 
 

このエリアはかなりの軟弱地盤と
なっています。東日本大震災の際に
は、郵便局やハマボウルの辺りでも液
状化しており、駅の西口と東口は全部
繋がっているものと思います。そうい
った面での安全性に関してはどう考
えているのでしょうか。 

今後、ボーリング調査を行い、その結果を
基に建物の基礎・杭等を検討し、設計に反映
していきます。 

軟弱な地盤である場所で計画が進
められています。東北震災の時に報道
されていましたが、現在でも液状化し
ている箇所があります。既存のビルの
建て替えの際には水が出て夜間にジ
ャッキアップをしながら建て替え作
業をしていたと聞いています。10年間
の工事計画となっていますが、果たし
て実施可能なのでしょうか。 

郵便局の地下室にも水が染み込み始めて
おり、相当な軟弱地盤であるということは認
識しております。かつ、鉄道が存在すること
もあり、非常に難しい地下工事になると考え
ております。そのため、工期を10年ほど確保
しております。最新の施工技術も踏まえ、安
全なビルを建設することを考えており、その
うえで津波等の震災の際に帰宅困難者を受
け入れるような施設や防災広場の設置も検
討しております。 

ボーリング調査の結果を踏まえ、建
築計画が変更になる可能性はあるの
でしょうか。 

ボーリング調査の結果次第では、基礎の形
状、構造の内容も含め変更する可能性がござ
います。 

横浜市としてより広い開発計画が
あり、事業者としてはその開発計画の
一部としての事業という認識なので
しょうか。それとは全く関係なく、こ
の事業単体ということで横浜市と調
整されているのでしょうか。 

横浜市において「エキサイトよこはま22」
と呼ばれる広域的な計画が示されておりま
す。例えばですが、本事業では、横浜市によ
り整備されるそごう側へ国道を横断するデ
ッキや帷子川を跨ぐようなデッキと接続す
る計画としています。それを把握したうえ
で、その内容に沿うように開発を進めている
段階となります。 
また、エリアマネジメント等を踏まえた地

域に根付いた開発となるよう工夫をしなが
ら進めていければと考えておりますが、建設
が終わった段階で、再開発準備組合としては
解散になると考えております。 

空飛ぶクルマ等を横浜に誘致した
いという気持ちは分からくはないの
ですが、それと今回の計画地に建設す
るのとはまた別問題だと思います。横
浜市の都市計画全体を考えた時に、よ
り騒音の影響が少なくなるような場
所にといった、より広い視点での考え
方も必要ではないかと思います。空飛
ぶクルマの利用者が駅を利用するか
というとそれはナンセンスではない
かと思いますし、本当に空飛ぶクルマ
の発着点がこの場所で良いのかどう
か、今回の事業をこの地域で行う妥当
性については、どのように考えている
のでしょうか。 

将来的な利用状態については、2037年にな
るため、様々な可能性を検討しております。
周遊等の観光地的な利用や、オフィスビルを
利用されている方が、例えば東京や羽田に移
動するといった利用も含め、今後検討してま
いります。 
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表2-3(3) 方法書説明会（第２回）における質疑、意見の概要及び事業者の説明 

項目 質疑、意見の概要 事業者の説明 

工事計画 工事車両の待機場所が確保されて
いないように見受けられました。みな
とみらい地区では、道路でのアイドリ
ングにより、環境負荷と住民への健康
被害を及ぼしています。工事車両の待
機場所を考えていますか。工事車両の
待機場所をまず用意してもらいたい
です。それができないのであれば、こ
んな工事はやらないでください。 

現在、施工業者が決まっておりません。施工
業者にて施工計画を決定したうえで、改めて
ご説明いたします。 

方法書に示された工事車両の走行
ルートについては、道路の現状を把握
したうえで設定しているのでしょう
か。事業区域の東側の道路はとても狭
いですが、トラックの出入りや待機が
できるのでしょうか。 

施工業者が決まった段階でトラックやクレ
ーンの大きさ、出入口等を検討し、別の機会に
ご説明いたします。 

騒音 
 

工事は10年間程度とされています
が、１回の評価で問題ないと言えるの
でしょうか。 

調査地点に関してもこれで対応で
きているものとは思えません。標高差
に関しても考慮されているのでしょ
うか。沢渡や高島台など周辺には高台
もあり、高さが違います。そういった
場所にヘリコプターが飛んできて調
査を行うのでしょうか。また、高台に
なっている場所での騒音の差は分か
るのでしょうか。資料にある数値を用
いて空飛ぶクルマやヘリコプターに
よる騒音の予測・評価ができるのでし
ょうか。調査地点についても追加して
もらいたいです。 

そして、それはいつ示されるのでし
ょうか。 

方法書に示した環境影響評価の内容につい
ては、横浜市みどり環境局環境影響評価課と
も協議を重ね、評価項目や調査回数を設定し
ており、条例に従って2037年の竣工時期を想
定した手続きを進めている状況です。予測・評
価の結果については、準備書の説明会や審査
会の場でお示しし、ご意見をいただきながら、
最終的に評価書を提出いたします。そして、竣
工後にも調査を実施し、予測・評価した結果が
合っているかどうか確認を行ってまいりま
す。 
空飛ぶクルマについては、新しい取り組み

であるため、次の準備書の段階までに制度の
状況を含め進展等があれば、その内容を踏ま
えて予測を行ってまいります。 
ヘリコプター自体の騒音の出具合に関する

資料を用いて設定、計算し、高台となっている
範囲も含めた予測評価の検討を行ってまいり
ます。 
調査地点については、現時点では明確な回

答はできないので、ご意見として承らせてい
ただきます。意見書で提出されたご意見は、検
討のうえ、方法書市長意見書の方へ反映いた
します。注） 

空飛ぶクルマとヘリコプターに係
る具体的な騒音の調査はどうなって
いるのでしょうか。 

ヘリコプターの騒音に関しては、ヘリコプ
ター自体を騒音の発生源として予測評価する
ことで考えております。また、空飛ぶクルマに
ついては、既存資料やメーカーからの資料内
容から騒音の発生源を設定し、予測評価する
ことを考えております。 

注）方法書市長意見書の内容に対して、事業者見解を作成し、準備書に反映いたします。 
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表 2-3(4) 方法書説明会（第２回）における質疑、意見の概要及び事業者の説明 
項目 質疑、意見の概要 事業者の説明 

騒音 
 

事業区域の近くでは、事業による騒
音、低周波音や地盤への大きな影響が
あると考えています。そのような場所
において、方法書に示されている調査
地点とは別に、管理組合が許せば、当
初から騒音等の調査地点を設定して
もらうことは可能なのでしょうか。 

また、近隣に住んでいるので、希望
を出せば、調査地点の追加はしてもら
えるのでしょうか。 

今後の審査会で専門の委員の意見も伺い
ながら調査地点を検討してまいります。 

空飛ぶクルマやヘリコプターの騒
音に関しては計算により予測・評価を
行うということでしたが、調べると用
途地域ごとに許容されるデシベル数
が変わったり、測定は地上から１ｍの
高さで行うと記載されていました。今
回もそのような形で調査を実施する
のでしょうか。ポートサイドやみなと
みらいでは地上100ｍの所まで人が住
んでいます。そのため、地上１ｍの高
さでの測定は違うのではないかと考
えています。また、この地域では人は
住んでいても用途地域としては工業
系や商業系となっており、その用途で
計算してしまうと実態と合わない予
測になるのではないかという点を気
にしています。 

予測に関しては、空飛ぶクルマやヘリコプ
ターの航路上に発生源を設定することにな
ります。離陸地点が高度230ｍの地点となり、
機体はそこから徐々に上昇することになり、
そこから地上部での予測値を予測・評価して
いくことを考えております。調査や予測を行
う地点については、今後の審査会で専門の委
員の意見も伺いながら決めていくことにな
ります。いただいたご意見や審査会での審議
結果を踏まえ、調査や予測を進めていきたい
と考えております。 

日 影 高島台は日影の影響範囲に入って
いるのでしょうか。高島台や台町はビ
ルが南側に存在するので、影響がある
と考えています。影響が及ぶのであれ
ば、もう少し詳しく調査結果を示して
もらいたいです。また、方法書の対象
地域として示されている図面の赤い
範囲が影響の及ぶ範囲とされていま
すが、これは何月の時点での結果から
推定したものになるでしょうか。ま
た、細かい調査結果が示される説明会
があるとは思いますが、その時期はい
つ頃で、その説明会は今回のように周
知されるのでしょうか。 

日影については朝の８時から16時までの
範囲であり、図の赤い線の範囲は日影が最も
長くなる冬至の時期における日影の範囲を
示しています。 
今回は環境アセスのうち、方法書段階の説

明会ですが、準備書段階も開催時期は未定に
はなりますが、説明会を開催し、日影の予測・
評価の結果をお示しします。 
また、説明会については、中高層条例や開

発条例といった手続きの中でも開催し、そこ
でも日影を含めた予測・評価の結果をお示し
します。注） 
 

 

日照権に関して、日影の範囲に入る
住民の意見が反映されるリミットと
しては、手続きの流れの中でいつ頃に
なるのでしょうか。 

準備書の公告、縦覧後に実施される説明会
となると考えております。 

注）本事業は横浜市環境影響評価条例第２条４項に規定する対象事業であるため中高層建築物条例に基づく近隣 

説明は除外されます。また、開発関連の手続きについては調整中です。 
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表 2-3(5) 方法書説明会（第２回）における質疑、意見の概要及び事業者の説明 

項目 質疑、意見の概要 事業者の説明 

その他 昔はこのエリアに米軍が兵舎を建
てており、空襲の際にはかなりの被害
があった歴史がありますが、その辺り
の調査はされているのでしょうか。 

地歴調査については、今後計画してまいり
ます。いただいた意見も踏まえて調査を実施
し、対応を検討していきたいと考えておりま
す。 

今回の説明会は調査を今後実施し
ていくという説明であって、調査結果
や空飛ぶクルマの安全性といったも
のに関しては関係ないということで
良かったでしょうか。 

今回の説明会は方法書の段階のものであ
り、影響が生じる可能性のある各項目につい
て、どういった調査を実施し、予測、評価を
進めていくのかを決めていく段階となりま
す。 
本日の説明会を含め、意見書をいただいた

場合には、その内容も含めて審査会で専門の
委員により審議を受けることとなります。そ
の審議結果を踏まえた準備書を来年度以降
に提出しますが、その準備書の中に予測結果
及びその評価を掲載し、再度、説明会の場を
設けさせていただく流れとなります。    

調査は１回なのでしょうか。この回
数は法定における最低ラインの実施
回数となっており、住民目線のもので
はなく、最低ラインさえ確保できてい
れば問題ないというように聞こえま
す。要望としては、10年なら10年、継
続して調査を実施してもらい、問題が
あれば都度説明をお願いしたいと考
えています。 

現地調査について、まず現況としてどの程
度の騒音、振動があるかを把握するために今
回の調査を実施し、そのデータ等を勘案しな
がら予測・評価を行ってまいります。予測・
評価の結果については、準備書の説明会や審
査会の場でお示しし、ご意見をいただきなが
ら最終的に評価書を提出いたします。そし
て、評価書での記載内容が合っているか確認
する事後調査を行ってまいります。そのた
め、評価書まで進めばそのままということで
はなく、工事中のピーク時において測定を行
うとともに、竣工後にも調査を実施し、予測・
評価した結果が合っているかどうかを確認
し、事後調査報告書という形で提出・公告い
たします。 

大変多くの方が来られている中で、
今の時勢を踏まえると、名前をお伺い
されるというのはコンプライアンス
や個人情報の点からもいかがなもの
かと思います。 

今回は、差し支えなければとさせていただ
きましたが、今後もこのような説明会の場は
ございますので、ご意見いただいた点は検討
事項とさせていただきます。 
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